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１．はじめに  

 農業用水を利用した小水力発電は、かんがい排水事業の一工種として、昭和 58 年に創設

された。現在までに、国営、県営あわせて 16 ヶ所の発電所が稼働している。電力は揚水機

場や分水工などの施設で利用されるが、一般には一般電気事業者に売電されている。平成

12 年からの電気事業法の改定によって電力の小売り自由化が進められ、いままで一般電気

事業者（東京電力、関西電力などの 10 電）にしか売電できなかった電力が、それ以外の届

出した者（特定規模電気事業者）にも売電可能となった。ここでは、電力の自由化とそれ

に伴う小水力発電への影響、ＲＰＳ法による実施例について報告する。  

２．電力の自由化と小水力発電への影響  

平成 7 年 4 月に 31 年ぶりの電気事業法改正が行われ、電力業界に競争原理が導入され

た。以後、3 回の法改正で独立系発電事業者の新規参入や既存の電力会社以外の特定規模

電気事業者の小売が認められた。すなわち、一般電気事業者以外にも全国の電力ネットワ

ークへの電力供給や売買などの参入が認められた。また電力自由化の範囲は平成 12 年の使

用規模 2000kW 以上（大口需要家）から平成 16 年には 500kW 以上（中規模需要家）、平成

17 年の 50kW 以上（小規模需要家）へ拡大されてきた。これによって、工場などで発電し

た電力を、他の工場やデパートなどの需要家に売電できるようになった。今後、平成 19

年を目途に、家庭用をふくむ全面自由化に関する具体的な検討が開始されている（表－１）。 

 このような電力自由化によって、小水力発電の余剰電力の送電（たとえば北陸電力管内

の小水力発電所から関西電力管内の農業用施設への送電）や、農業用施設が稼働していな

い非かんがい期の売電など電力用途の選択肢の拡大が期待される状況になった。また、農

業用水を利用した小水力発電では、これまで一般電気事業者の買取価格が 10 円 /kWh 以下  

表－１ 自由化範囲拡大のスケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（独）水資源機構 Japan Water Agency キーワード：小水力発電、電力自由化、ＲＰＳ法  

平成12年 平成16年 平成17年
契約ｋW

自由化部門
特定高圧：2,000ｋW以上
　大規模工場、デパート、オフィスビ
ル

自由化部門
特定高圧：2,000ｋW以上
　大規模工場、デパート、オフィスビ
ル

自由化部門
特定高圧：2,000ｋW以上
　大規模工場、デパート、オフィスビ
ル

2,000ｋＷ
（20,000V）

高圧B：500-2,000ｋW
　中規模工場
高圧業務用（500ｋW以上）
　スーパー、中小ビル

高圧B：500-2,000ｋW
　中規模工場
高圧業務用（500ｋW以上）
　スーパー、中小ビル

500ｋW 高圧A：50-500ｋW
　小規模工場
高圧業務用（500ｋW未満）
　スーパー、中小ビル

50ｋW
（6,000ｖ）

低圧：50ｋW以下（6,000V）
　小規模工場、コンビニ

低圧：50ｋW以下（6,000V）
小規模工場、コンビニ

低圧：50ｋW以下（6,000V）
小規模工場、コンビニ

（100-200V） 電灯：50ｋW以下（100-200V）
　家庭

電灯：50ｋW以下（100-200V）
家庭

電灯：50ｋW以下（100-200V）
家庭



に抑えられ、経済性の面から建設カ所が伸び悩んでいた。今後、電力の全面自由化は、電

気料金の引き下げを促す一方、後述するＲＰＳ法の施行に伴う小水力発電の売電単価の上

昇を招き、小水力発電の採算性の向上が期待される。  

３．ＲＰＳ法の認定を受けた小水力発電の実施例  

 平成 15 年４月に、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（ＲＰ

Ｓ法）」が施工された。ＲＰＳとは、Renewable Portfolio Standard の 略 （ 再 生 可 能 エ ネ

ル ギ ー 利 用 割 合 基 準 ）。 本法は、一般電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギ

ー等を利用して得られる電気の利用を義務付けることにより、新エネルギー等の利用を推

進していくものである。  
 実施例として、（独）水資源機構・愛知用水二期事業において、東郷調整池（愛知池）の

落差を利用した小水力発電を紹介する。本地点では、調整池水位（EL69.30ｍ～55.00ｍ）

と放流工水位（EL47.81ｍ）間の落差（14.42ｍ）、使用水量（2.5～9.5ｍ3/s）で、最大 1,000kW

の発電を行うものである。  

 建設費は 668,514 千円（国庫補助含む）、耐用年数 28 年、年間発電電力量 7,083MWHh

（売電電力量 6,768MWh）で、発電原価は 6.46 円 /kWh となった。発電設備の設置工事に

先立ち、経済性の担保を確保するために余剰電力の売電単価入札を行った結果、Ｓ社（特

定規模電気事業者）が発電原価を 1.44 円上回る 7.9 円で入札した。発電設備完成後にＲＰ

Ｓ法の設備認定を受け、新エネルギー等電気相当量（環境価値分）についてＳ社と協議し

た結果、新エネルギー（ＲＰＳ）分として、2.2 円 /kWh を電力単価に上乗せすることとな

った（表－２）。  

 東郷発電所の余剰電力に係る売電収入は、会計処理上、雑収入として受け入れられ、利

水者の管理費の負担軽減に資するため、その全額が当該事業者の管理業務費の財源に充当

されている。  

表－２ 売電単価表  

 

 

 

 

 

 

４．おわりに  

 人口減少社会にあって、農村地域の活力を維持していくためには、農村地域に賦存する

エネルギーを有効に利用する必要がある。わが国の水使用量の２／３を占める農業用水を

利用した小水力発電は、少ない投資で、短い期間に建設できる優れた地域資源である。電

力の自由化、ＲＰＳ法、農業農村整備事業における環境への配慮等農業用水を利用した小

水力発電にとって追い風が吹いている。全国各地で小水力発電が建設稼働することを願っ

てやまない。  
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